
この機会に、家族で話し合ってみませんか？
募集期間：令和5年10月2日（月）～令和6年3月29日（金）（必着）

ドライブレコーダーの
設置を支援します

ドライブレコーダーの
設置を支援します

高齢者ドライバーの車への

危険を察知して
知らせる

前方衝突のおそれや車線逸脱
などの危険運転を検知し、運
転者に対して警告を行います。

運転を客観的に
把握できる

運転の観察や分析による運転診断
が運転者、家族に届くことで、運転に
関する客観的な把握ができます。

万が一の
事態を通知

運転者が万が一、事故を起
こしてしまったときに自動
でご家族へ通知します。

ドライブレコーダーが
できること

ドライブレコーダーが
できること

高
機
能
型

これで家族も
安心できるね！



※以下に掲げる条件をすべて満たす必要があります

条件をチェックしましょう

自動車を運転される方の条件

※申請は運転される高齢者のご家族の方が
　行っていただくようお願いいたします。

申請・制度案内はこちら 

満70歳以上の神戸市民の方

応募いただき、審査の結果、適当と認められるときは認定通知書を発送します。
※応募者数が多い場合は抽選になります。
※補助金を請求いただく際にアンケート調査にご協力いただきます。

078-322-5189 平日8:45～17:30
神戸市運転免許自主返納相談窓口

当窓口では、運転免許返納に関して自動車等の安全な運転に不安のある
高齢者の方やそのご家族の方から積極的に相談も受けつけています

設置支援事業に申請される方の条件
上記、運転対象者の配偶者を含む2親等内のご家族
（2親等内の範囲（父母・子・兄弟姉妹・孫・祖父母）
※運転対象者本人からの申請は不可　※申請者の住所地は問わない

これからドライブレコーダー付きの自動車保険、
又は特約契約を行う方
※すでにドライブレコーダー付きの自動車保険に入られている方や
　ドライブレコーダー特約を付けている方は対象外

当該自動車保険にかかる自動車を主に運転される方
（運転対象者が保険契約者かどうかについては問わない）

本事業に関するお問い合わせはこちら


